
東海第二発電所　審査会合における指摘事項に対する回答一覧表
（外部からの衝撃による損傷の防止（６条）外部火災関連）

日本原子力発電株式会社
2017年10月11日

大分類 中分類 小分類

1 審査会合
６条（外部

火災）
近隣の産
業施設

2014/12/2

今後埋設を予定している軽油タンクの構造、消波ブロックの設
置状況など外部火災対策の中で説明している設備・構造物に
ついて詳細な情報を示すこと。 2017/8/3

審査会合

DB6条（外火）　
添付6「別紙6.1 軽油貯蔵タンク及び重油タンクの地下化について」
・各タンクの概略図を記載
※ 消波ブロックについては他社に対するコメントであり，当社は該当な
し。

2 審査会合
６条（外部

火災）
森林火災 2014/12/2

計算の前提条件となる各パラメータに保守性を考慮することに
より、評価結果の保守性を担保するとの考え方については、最
終的な結果にどの程度の保守性、裕度があるのかが、わかり
にくくなる。可能な限り、想定した前提に素直に従った評価を示
した上で、結果の保守性について説明すること。

2017/8/3
審査会合

DB6条（外火）　添付2「2.2 (1) FARSITE入力データ」
・この評価で想定する各々のパラメータに対する保守性をまとめて整理を
した。

3 審査会合
６条（外部

火災）
森林火災 2014/12/2

防火帯外側における最大火線強度を抽出する範囲（５０ｍ／１
００ｍ）の考え方について整理し説明すること。

2017/8/3
審査会合

DB6条（外火）　添付2「4.2(2) 火線強度抽出範囲の設定について」
・防火帯外側から100mの範囲を対象に最大火線強度を抽出
・防火帯外側から100m以遠に存在するメッシュについて，必要防火帯幅
が100m以上となるものはないことを確認

4 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

航空機事故等により一部の安全機能を有する系統が破損する
としているが、外部火災により安全機能を有する構築物、系統
及び機器は安全機能を失ってはならないため、防護対象の評
価の考え方を見直すこと。

2017/8/3
審査会合

DB6条（外火）
添付1「1. 外部火災防護対象と影響評価対象の考え方について」
・PS-2の主蒸気系，MS-2の放射性気体廃棄物処理系の隔離弁を影響
評価対象とし，これらを内包するタービン建屋外側コンクリート壁の温度
評価を実施した。

5 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

防火帯の中にある建屋（ＰＲ館）が火災にならないので問題な
いという説明について、ガラス破損等により建物内部に延焼し
ないか等火災影響の評価について説明すること（必要に応じ
防火帯の設定範囲変更を含む）。

2017/8/3
審査会合

DB6条（外火）　添付2「4.2(4) 防火帯の設定」
・防火帯上に建屋等を含まない形状に変更

6 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

防火帯の設定範囲と重なっている防潮堤について、火災に
よる影響評価を行うこと。

2017/9/7
審査会合

DB6条（外火）　添付2「別紙2.5 防潮堤に対する森林火災影響について」
防潮堤の鋼管杭鉄筋コンクリート防護壁，止水ジョイント部等に対する熱
影響評価を行い，何れも許容温度以下であることを確認

7 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

海水ポンプへの熱影響評価を海水ポンプ室外壁で行うことの
妥当性について説明すること。 2017/8/3

審査会合

DB6条（外火）　添付6「2.2.3 (5)判断の考え方」
・海水ポンプは，壁と天井で覆われており，直接火災を受けることはな
い。最も大きい火災影響を受ける側面外壁で熱影響評価を実施

8 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

発火点設定の考え方について、発電所周辺の特徴を考慮した
結果（JAEA敷地内の危険物タンクの選定等）を踏まえ説明す
ること。 2017/8/3

審査会合

DB6条（外火）　添付3「4.1.1 評価対象施設の抽出」
DB6条（外火）　添付2「2.1 (6) 発火点の設定」
・発電所周辺に位置する石油類貯蔵施設のうち，屋外貯蔵である施設を
火災源として抽出
・抽出した火災源位置を踏まえた発火点設定の考え方を記載

9 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

敷地内植生の範囲については、防火帯の設定範囲に関わら
ず、正確に記載すること。

2017/8/3
審査会合

DB6条（外火）
添付2「2.1(6) 発火点の設定」　
添付2「別紙2.3　防火帯内植生」
・防火帯外側及び内側の植生を記載

10 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

熱影響評価において、対流による放熱の条件設定方法及び評
価の保守性の考え方を説明すること。 2017/8/3

審査会合

DB6条（外火）　添付6「2.2.3 (5)判断の考え方」
・対流による効果が小さくなるよう夏期の熱伝達率を設定している旨を記
載

回答日 反映箇所
通し
番号

会合
コメント分類

日付 コメント内容
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11 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

発電所構内から火気の使用状況把握が可能としている発火点
７について、把握する体制を整えるのかどうか示すこと。

2017/8/3
審査会合

DB6条（外火） 添付2「4.1 火災到達時間の評価結果」
・発火点7について，防潮堤が障壁となることを記載
・昼夜にわたり発電所周辺の状況を，津波監視カメラ及び構内監視カメラ
を用いて行っている旨を記載
・監視カメラの映像は，24時間要員が常駐する中央制御室及び守衛所か
らの監視が可能な設計としている旨を記載

12 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

敷地境界内の植生については、No.19ポイント以外の場所につ
いてもFARSITEでの評価条件を維持管理していくことを記載す
ること。

2017/8/3
審査会合

DB6条（外火）　添付2「 2.2 (2) (d ) 今後の植生管理について」
・定期的に植生調査を行い植生管理を行うことを記載

13 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

爆発飛来物の影響評価においてLNG等低温貯蔵型はBLEVE
が発生し難いため評価不要としていることについて、BLEVE以
外の形態の爆発形態も考慮して評価を行うこと。また、結果と
して竜巻影響評価に包絡されているという説明であれば、それ
が分かるよう記載充実すること。

2017/8/3
審査会合

DB6条（外火）　添付3「別紙3.3 地上設置の低温貯蔵タンク爆発による飛
来物影響評価について」
DB6条（外火）　添付4「4. 燃料輸送車両の爆発飛来物影響評価」
・低温貯蔵タンク及び燃料輸送車両の爆発により発生する飛来物につい
て，定量的な評価を実施

14 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

航空機落下による二次的影響として、乾式貯蔵の使用済燃料
の除熱、閉じ込め機能の監視に影響を与えないことを説明す
ること。

2017/8/3
審査会合

DB6条（外火）　添付7「5.8 航空機墜落火災からの熱気流による影響評
価」
・乾式貯蔵である使用済燃料の除熱機能への影響について評価を実施

15 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

落下実績の無い航空機事故の評価について、ＰＲＡの説明で
は０．５件としている一方、今回の評価ではχ二乗分布として
いることなど、整合性について全般的に確認し、設定根拠を整
理の上説明すること。

2017/8/3
審査会合

DB6条（外火）　添付7「別紙7.11 評価対象期間において落下事故実績が
ないカテゴリの航空機墜落確率について」
・発生実績がない起因事象の発生頻度を評価する方法として，0.5件を用
いる方法，χ二乗分布を使用する方法等が学会標準で認められている
旨を記載。
・今回の確率論的リスク評価の目的が事故シーケンス選定であることを
踏まえ，発生実績のない起因事象であっても重要な事故シーケンスがあ
れば抽出する必要があることから，χ二乗分布よりも保守的な0.5件を用
いる方法を採用した旨を記載。

16 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

研究施設から引き継いだウランを含む放射性廃棄物につい
て、これらに火災が生じウランが飛散することにより、発電所側
に悪影響が生じる可能性が無いか説明すること。

2017/8/3
審査会合

DB6条（外火）　添付8「3.4(4) 防火帯外に位置する保管施設に対する評
価」
・防火帯外に位置する保管施設に対する影響評価結果を記載

17 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

ダンパが閉じた後の中央制御室の二酸化炭素濃度の許容基
準値の設定の考え方について説明すること。 2017/8/3

審査会合

DB6条（外火）　添付8「3.4(2)炭酸ガス濃度」
・鉱山保安法施工規則に準拠した1.0%を設定

18 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

放射性気体廃棄物処理系破損時の被ばく評価について、敷地
内消火活動時における被ばく評価についても示すこと。 2017/8/3

審査会合

DB6条（外火）　
添付1「1. 外部火災防護対象と影響評価対象の考え方について」
・PS-2の主蒸気系，MS-2の放射性気体廃棄物処理系の隔離弁を影響
評価対象とし，これらを内包するタービン建屋外側コンクリート壁の温度
評価を実施した。

19 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

森林火災対する防火帯と予防散水の位置付けを明確にするこ
と。

2017/8/3
審査会合

DB6条（外火）　添付2「4.1(1)火炎到達時間の評価結果」
・防火帯を設置することで，森林火災が原子炉施設へ影響を及ぼすこと
はないが，森林火災の状況に応じて防火帯付近に散水を行い，万が一
の飛び火による延焼を防止する。
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20 審査会合
６条（外部

火災）
2014/12/2

ＬＮＧ輸送船火災時の影響について、積載量の違いによる喫
水面の位置状況や爆発の影響について説明すること。

2017/8/3
審査会合

DB6条（外火）　添付5「2.2 (2) b. 評価結果」，添付5「3. (2) 危険限界距離
の算出」

・積載量0m
３
における喫水深さを考慮した位置と評価対象施設との離隔

距離は，満載状態を想定した火災における危険距離，爆発における危険
限界距離以上を確保している。

21 審査会合
６条（外部

火災）
2017/8/3 Ｘ二乗(1、O.5)の導出過程を示すこと。

2017/9/7
審査会合

DB6条（外火）　添付7別紙7.12「評価対象期間において落下事故実績が
ないカテゴリの航空機落下確率について」
・NUREG/CR-4407に基づき，統計手法である区間推定により，ポアソン
分布の平均値λの(1－α)×100％信頼区間を推定し，その信頼上限及
び信頼下限の中央値を落下事故率として使用している。

22 審査会合
６条（外部

火災）
2017/8/3

Ｘ二乗分布を用いた方法による確率値の保守性を説明する
こと。

2017/9/7
審査会合

DB6条（外火）　添付7別紙7.12「評価対象期間において落下事故実績が
ないカテゴリの航空機落下確率について」
・χ二乗分布を用いた方法のみで保守性を確保しているのではなく，全
国平均との比較により式全体としての保守性を確認している。

23 審査会合
６条（外部

火災）
2017/8/3

タービン建屋内の影響評価対象の詳細な位置関係とタービ
ン全域に対して影響評価を実施する考え方、また、標的面
積の考え方を示すこと。

2017/9/7
審査会合

「航空機落下確率評価における標的面積の考え方について」
・安全上重要な系統及び機器は建屋内の広範囲に位置しているため，
タービン建屋全域に対して外部火災の影響を確認している。
また，航空機墜落後は火災が発生する蓋然性が高いことから航空機落
下確率評価においても航空機墜落による火災影響評価と同じ構築物，系
統及び機器を評価対象とした。

24 審査会合
６条（外部

火災）
2017/8/3

航空機と危険物タンクの重畳火災の対象設備の考え方を示
すこと。

2017/9/7
審査会合

DB6条（外火）　添付7「5.7　危険物貯蔵施設等の火災と航空機墜落火災
の重畳評価」
・航空機墜落火災（F-15）位置周辺の火災源（溶融炉灯油タンク及び主変
圧器）を重畳火災の対象として選定し影響評価を行い，すべての評価結
果が許容温度以下となる結果を記載
・なおこれまでは，変圧器から漏えいした油は，地下の廃油槽へ流入し地
上面で火災が発生する可能性が低いことから，主変圧器を重畳火災の
評価対象外としていた。

25 審査会合
６条（外部

火災）
2017/8/3 危険距離の導出・過程について整理して示すこと。

2017/9/7
審査会合

DB6条（外火）　添付3「4.1(1)火炎到達時間の評価結果」等
危険距離の評価に必要となる，温度評価式，輻射強度算出式，形態係数
算出式をその出典とともに記載し，危険距離の算出過程が分かるように
記載

26 審査会合
６条（外部

火災）
2017/9/7

防火帯及び植生管理エリアを他事業者の敷地に設定してい
る箇所について，当該敷地の扱い，可燃物管理や植生管理
に関する管理権限など，事業者としてどのように管理する
のかを示すこと。

本日回答

DB6条（外火）　添付2「 2.2 (2) (d ) 今後の植生管理について」
防潮堤と植生の間の離隔距離を確保するために管理が必要となる隣接
事業所敷地については，隣接事業所と合意文書を取り交わし，隣接事業
所が有する敷地の植生管理に係る権利と同様の権利を当社が得ること
により，当社敷地と同様に当社が管理する。

3/3


